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 「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令」第３条第２項、「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規

則」第３条、「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の運用について」第２の１（２）⑦、「漁業経営改善制度の運用に

ついて」第４の規定による。 
 
 変更の認定は、「改善計画の認定」の審査基準による。 
   審査基準は以下のとおりである。 
 
   １．改善計画の記載事項アからウまでに掲げる事項が改善指針に照らして適切なものであること 
   ２．改善計画の記載事項ウ及びエに掲げる事項が漁業経営の改善を確実に遂行するため適切なものであること 
 
       ア 漁業経営の改善の目標 
 改善計画の記載事項 イ 漁業経営の改善による経営の向上の程度を示す指標 
    ウ 漁業経営の改善の内容及び実施時期 
    エ 漁業経営の改善を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法 
 

受付

機関 
生産者支援課 

処理

機関 
生産者支援課 

交付

機関 
生産者支援課 

標準処理期間 ３０日 目次

№ 
１５ 

 標準経由期間      日 
 


